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 欧州で販売の化粧品の6％にPFASなど有害物質 

◆欧州化学品庁の調査で禁止物質を化粧品から検出 

欧州連合（EU）の欧州化学品庁（ECHA）は2024年10月30日、体に害があるとし

てストックホルム条約の POPsや EUのREACH規則で禁止されている複数の化学物質

が、欧州各国で販売されている化粧品で見つかったと発表した。 

具体的には、 ECHAが 2023年 11月から 24年 4月にかけて、欧州経済領域 13ヵ国で

実施した調査で、345社から販売されている化粧品4,686製品の約6％に当たる285

製品に有害物質が含まれていた。その多くには「有機フッ素化合物（総称

PFAS）」が含まれ、そのうちの一部には EUが規制している物質が使用されてい

た。ECHAはこうした製品について、発がん作用や生殖能力の低下の恐れがあるた

め、サプライヤーへ通知し対象製品を市場から排除する措置を講じた。 

幅広い価格帯から検出されており、安い製品だけに含まれているわけではな

い。アイライナー、リップライナー、ヘアコンディショナーなどから検出された

というが、調査が継続中のため、具体的な企業名や製品名は公表されていない。  

今回のことは、必ずしも化粧をしている人だけの問題にとどまらない。スキン

シップを通じて乳幼児など家族が有害物質を口にすることもあれば、メイク落と

しや洗髪に伴い排水から有害物質が拡散する可能性もある。  

 

◆日本でも懸念されるPFAS汚染 

PFASは、高い撥水・撥油性を持つ化学物質である。このため、多くの化粧品

メーカーで、汗や皮脂でも落ちない化粧品の製造に使用されてきた。PFASは、自

然界ではほとんど分解せず、生物の体内に蓄積することから、「永遠の化学物

質」とも呼ばれる。PFASの中でもPFOSやPFOAという化合物は健康への影響が指摘

されており、近年日本でも河川や水道水から検出され、問題となっている。  

世界の化粧品市場規模で日本は、米国、中国に次ぐ第 3位だ。化粧頻度にもよ

るが、食事中に口紅が落ちるなどして、日本人女性は生涯で 5～10本の口紅を食

べている計算になると一般的に言われている。日本では欧州のような大規模な化

粧品調査は行われていないので、欧州の結果を注視していきたい。【赤山英子】 

https://echa.europa.eu/understanding-pops
https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/reach-regulation_en
https://echa.europa.eu/-/hazardous-chemicals-found-in-cosmetic-products
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/final_report_pilot_project_enforcement_of_restictions_in_cosmetics_en.pdf/d63eeb83-284d-5fd5-6404-13d8933ecbc2?t=1730099205515
https://www.nite.go.jp/data/000123350.pdf

